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部
の
構
造
、
居
住
空
間
、
経
時
的
変
化
な
ど
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
研
究

が
加
え
ら
れ
、
近
世
公
家
社
会
の
多
様
な
様
相
を
と
ら
え
る
取
り
組
み
が

蓄
積
さ
れ
て
い
る
２
。

　

そ
し
て
、
近
世
公
家
の
家
臣
に
つ
い
て
も
少
し
ず
つ
研
究
が
深
め
ら
れ

て
い
る
。
摂
家
で
は
、
五
摂
家
全
体
３
や
二
条
家
４
、
近
衛
家
５
、
一
条
家
６

に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
、
宮
家
・
門
跡
の
家
臣
７
に
つ
い
て
も
検
討

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
清
華
家
で
は
、
広
幡
家
８
や
西
園
寺
家
９
、
今

　
　
　
は
じ
め
に

　

近
世
の
天
皇
・
朝
廷
や
朝
幕
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
近
年
と
み
に

深
め
ら
れ
、
近
世
前
期
だ
け
で
な
く
後
期
に
つ
い
て
も
多
く
の
研
究
が
蓄

積
さ
れ
、
個
々
の
天
皇
や
上
皇
の
時
期
的
な
活
動
や
朝
廷
運
営
、
諸
制
度

の
実
態
が
究
明
さ
れ
て
き
た
１
。

　

こ
う
し
た
研
究
動
向
に
比
し
て
、
朝
廷
に
仕
え
る
公
家
や
そ
の
集
団
内
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あ
り
、
柳
原
資
廉
や
光
綱
は
議
奏
や
武
家
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

対
象
と
す
る
柳
原
家
の
当
主
光
愛
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
生

ま
れ
、
同
七
年
に
元
服
、
昇
殿
し
て
い
る
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、

関
白
九
条
尚
忠
が
日
米
修
好
通
商
条
約
の
調
印
を
め
ぐ
っ
て
朝
廷
に
条
約

案
を
提
出
し
た
際
に
は
、
岩
倉
具
視
や
中
山
忠
能
を
は
じ
め
、
光
愛
も
加

わ
っ
た
八
八
名
の
堂
上
公
家
が
幕
府
の
条
約
案
撤
回
を
求
め
て
抗
議
を
お

こ
な
い
（
廷
臣
八
八
卿
列
参
事
件
）、
孝
明
天
皇
は
条
約
締
結
反
対
の
立

場
を
明
確
に
し
、
参
内
し
た
堀
田
正
睦
に
対
し
て
勅
許
不
可
を
下
し
て
、

九
条
尚
忠
は
内
覧
の
職
権
を
一
時
停
止
さ
れ
た
。

　

幕
府
は
こ
の
八
八
名
の
当
事
者
に
対
し
て
処
罰
を
お
こ
な
い
、光
愛
は
、

安
政
五
年
九
月
に
、
正
四
位
上
・
参
議
の
両
官
を
止
め
ら
れ
た
（
同
年
一

〇
月
に
参
議
に
還
任
し
た
）。
し
か
し
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
七
月

に
祐
宮
が
儲
君
と
な
る
と
、
光
愛
は
日
野
資
宗
・
中
院
通
富
と
と
も
に
三

卿
を
仰
せ
ら
れ
て
、
睦
仁
親
王
（
後
の
明
治
天
皇
）
の
機
嫌
伺
い
に
参
る

よ
う
に
な
り
、
同
年
八
月
に
は
議
奏
加
勢
を
務
め
た
19
。
そ
し
て
、
文
久

二
年
（
一
八
六
二
）
一
〇
月
に
山
陵
修
補
御
用
掛
に
任
じ
ら
れ
20
、
同
年

一
二
月
に
国
事
御
用
掛
が
設
置
さ
れ
る
と
、
そ
の
一
員
と
な
っ
た
21
。
ま

た
、
文
久
三
年
三
月
、
光
愛
（
従
二
位
権
中
納
言
）
は
、
橋
本
実
梁
と
共

に
攘
夷
成
就
の
た
め
に
勅
使
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
派
遣
さ
れ
た
ほ
か
22
、

同
年
八
月
、
朝
廷
内
の
重
職
で
あ
る
議
奏
に
補
さ
れ
23
、
王
政
復
古
の
大

号
令
直
前
の
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
四
月
ま
で
務
め
た
。
ち
な
み
に
、

光
愛
の
女
愛
子
は
明
治
天
皇
の
典
侍
と
な
り
、
大
正
天
皇
の
生
母
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
光
愛
は
孝
明
天
皇
の
信
任
を
得
る
と
と
も
に
、
幕
末

維
新
期
に
朝
廷
の
枢
要
を
占
め
る
地
位
に
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
本
稿
の
分
析
の
対
象
と
す
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
柳
原
家
僕

出
川
家
10
、
三
条
家
11
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
公
家
家
臣
の
分
析
が
な
さ
れ
、

階
層
構
成
や
家
内
秩
序
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
大
臣

家
で
は
正
親
町
三
条
家
12
、
名
家
で
は
勧
修
寺
家
13
、
羽
林
家
で
は
冷
泉

家
14
、
半
家
で
は
西
洞
院
家
15
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
が
進
め

ら
れ
て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
公
家
家
臣
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
時
期
的
な
変
化
に
つ
い
て
も
研
究

蓄
積
が
不
足
し
て
お
り
、
家
臣
を
含
め
た
公
家
社
会
の
実
態
の
究
明
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

加
え
て
、
公
家
家
臣
の
統
制
に
か
か
わ
り
、
公
家
家
法
の
制
定
が
い
か

に
な
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
享
保
期
に
成

立
し
た
一
条
家
の
事
例
、
宝
暦
期
に
成
立
し
た
三
条
家
の
事
例
、
寛
政
期

に
成
立
し
た
今
出
川
家
の
事
例
、
文
化
期
以
降
に
成
立
し
た
広
幡
家
の
事

例
が
知
ら
れ
る
が
16
、
そ
の
特
色
を
把
握
す
る
に
は
実
態
の
解
明
が
不
足

し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
時
期
的
な
変
化
や
段
階
性
に
つ
い
て
も
解
明
す
べ

き
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
柳
原
家
僕
定
17
」（
元
治
元
年
）

を
も
と
に
、
幕
末
期
の
堂
上
公
家
、
柳
原
家
の
家
臣
編
成
と
家
法
に
つ
い

て
検
討
し
、
そ
の
実
態
の
究
明
を
お
こ
な
っ
て
み
た
い
。

　
　
一
　
柳
原
家
の
家
臣
編
成

　

柳
原
家
は
、
家
格
が
名
家
で
、
系
流
が
日
野
家
支
流
、
家
禄
は
二
〇
二

石
で
あ
る
18
。
そ
し
て
内
々
の
家
、
近
衛
家
の
家
礼
で
、
儒
学
・
有
職
故

実
を
家
職
と
し
た
。
名
家
は
弁
官
な
ど
を
経
て
公
卿
へ
と
昇
進
す
る
家
で
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柳
原
家
の
奥
に
仕
え
る
者
と
し
て
は
、
老
女
の
謌
野
、
女
中
の
満
佐
、

黒
歯
、
ひ
て
、
槙
野
、
の
計
五
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
右
御
用

之
節
、
折
〻
御
雇
参
勤
、」
と
付
さ
れ
て
い
る
）。

　

こ
の
ほ
か
、「
但
、
御
無
人
之
節
、
御
用
人
加
勢
」
と
い
う
こ
と
で
、

近
習
席
用
人
加
勢
の
松
島
左
衛
門
、
近
習
席
供
方
の
松
島
左
内
、
中
番
席

の
中
村
宗
七
、
の
三
人
が
非
常
御
用
の
際
の
加
勢
要
員
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。

　

表
１
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
①
知
行
米
、
②
知
行
米
が
あ
り
、
史

料
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
自
先
年
」、「
自
当
年
」
と
記
さ
れ
、
元
治
元
年
以

前
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
、
元
治
元
年
以
降
に
支
給
さ
れ
た
も
の
を
分
け

て
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
表
１
の
ご
と
く
③
加
増
米
、
④
加
増
米
が
あ
り
、

史
料
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
自
昨
年
」、「
自
当
年
」
と
記
さ
れ
、
文
久
三
年

よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
、
元
治
元
年
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
を
分
け
て
表

し
て
い
る
。

　

実
際
に
、
雑
掌
お
よ
び
用
人
ら
の
知
行
米
を
記
し
た
史
料
文
を
引
用
す

る
と
、
後
掲
の
と
お
り
に
な
る
。
史
料
文
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、「
盆

暮
御
祝
儀
」
と
し
て
年
に
二
度
（「
両
度
」）
に
わ
た
っ
て
金
一
両
ま
た
は

二
両
を
渡
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
自
先
年
」の
知
行
米
に
対
し
て
、

「
自
昨
年
」
の
加
増
米
が
記
さ
れ
、
土
橋
淡
路
守
の
場
合
、「
一
二
石
五
斗

　

以
御
役
料
米
被
遣
、」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
役
料
米
」
を
も
っ
て
支

給
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
昨
年
」
は
、
柳
原
光
愛
が
議
奏
に
就
任
し
た
文
久
三
年
に
当

た
る
こ
と
か
ら
、
主
家
の
議
奏
就
任
が
家
臣
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
変

化
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
柳
原
に
対
し
て

は
、
議
奏
と
し
て
の
役
料
が
幕
府
か
ら
年
四
〇
石
が
支
出
さ
れ
て
い
た
わ

定
」
は
、元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
の
写
本
（
横

帳
）
で
あ
る
。
は
じ
め
に
「（
家
臣
の
）
人
数
書
」
が
記
さ
れ
、
次
に
各

役
職
に
対
す
る
「
掟
」
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
各
家
来
に
対
す
る
知
行
米
ま

た
は
加
増
米
、
役
料
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

　
「
柳
原
家
僕
定
」
を
も
と
に
柳
原
家
の
家
臣
編
成
を
表
す
と
、表
１
「
柳

原
家
家
臣
」
の
ご
と
く
に
な
り
、
柳
原
家
の
家
臣
編
成
と
人
数
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
表
１
に
よ
れ
ば
、
柳
原
家
の
家
臣
は
、
雑
掌
三
人
・
用
人

一
人
・
近
習
三
人
・
表
方
四
人
・
中
番
一
人
・
下
部
四
人
・
輿
丁
三
人
の

計
一
九
人
が
掲
げ
ら
れ
、
直
後
に
「
都
合
拾
九
人
」
と
い
う
数
字
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
は
こ
の
一
九
人
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
加
え
て
、
奥
向
の
老
女
一
人
、
女
中
四
人
、
計
五
人
の
名
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
総
計
二
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
柳
原
家
の
家
政
を
掌
握
し
て
い
る
雑
掌
に
、

土
橋
淡
路
守
、
真
継
大
和
守
24
、
土
橋
対
馬
守
の
三
人
の
名
前
が
、
用
人

に
譜
代
の
岸
谷
頼
母
一
人
の
名
前
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
お
り
、
史
料

に
は
、「
以
上
四
人
申
合
、
必
一
人
宛
所
詰
居
事
、」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、

雑
掌
・
用
人
四
人
に
よ
っ
て
家
政
を
取
り
締
ま
る
体
制
が
築
か
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
近
習
と
し
て
山
田
右
衛
門
（
書
記
近
習
番
頭
）
と
高
田
五
十

三
郎
25
（
近
習
供
兼
帯
御
側
）、
岸
谷
養
子
（
同
）
の
三
人
が
仕
え
、
う

ち
二
人
が
必
ず
詰
め
る
こ
と
、
表
方
と
し
て
大
原
鉄
之
丞
と
松
田
清
記
、

石
黒
左
膳
と
進
藤
求
女
ら
が
仕
え
、
前
者
と
後
者
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
一

人
が
、
必
ず
詰
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
中
番
と
し
て
山

本
藤
五
郎
（
一
月
に
一
五
回
の
勤
務
）、
下
部
と
し
て
与
助
ら
四
名
、
輿

荷
と
し
て
三
名
（
名
前
は
不
詳
）
が
い
た
。
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表１．柳原家の家臣編成（元治元年）
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土
橋
対
馬
守

　

月
中
十
二
ケ
度
可
有
勤
番
、
一
同
和
熟
之
心
得
可
然
事
、

　
　

一
三
石 

自
先
年
以
御
知
行
米
被
下
、

　
　

一
廿
三
俵
九
石
二
斗 

自
昨
年
以
御
加
増
米
被
下
、

　
　

一
金
二
両 

盆
暮
御
祝
儀
如
是
迄
被
下
、

　
　
　
　

合
十
二
石
二
斗
金
二
両
内
五
石
ハ

役
料

被
下
、

　
　
　

七
石
ハ
永
代
被
遣
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岸
谷
頼
母

　

 

月
中
八
ケ
度
可
有
勤
番
、
其
余
如
雑
掌
可
心
得
、
老
人
之
儀
依
願
折
〻

息
石
田
へ
番
代
、

　
　

一
一
石 

自
先
年
以
御
知
行
米
被
下
、

　
　

一
二
俵
八
斗 

自
昨
年
以
御
加
増
米
被
下
、

　
　

一
三
石 

自
昨
年
以
御
知
行
米
被
下
、

　
　

一
八
俵
三
石
二
斗 

以
御
加
増
米
被
下
、

　
　
　

合
八
石
内
二
石
ハ
役
料
、

　
　

右
之
通
、
被
下
候
役
料
之
外
ハ
永
代
被
遣
候
、

　

こ
こ
で
、
表
２
「
今
出
川
家
の
家
臣
編
成
」
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
表

２
は
、
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）
の
「
実
種
公
記
27
」
の
記
述
を
も
と

に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
28
。
柳
原
家
家
臣
編
成
の
典
拠
と
す
る
史
料
よ

り
半
世
紀
以
上
も
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
伺
う
こ

と
が
で
き
る
。
清
華
家
の
今
出
川
家
の
場
合
は
、
総
計
五
七
名
の
家
臣
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
出
川
家
で
は
、
八
石
の
家
領
を

も
つ
諸
大
夫
や
六
石
の
家
領
を
も
つ
侍
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
い
ず
れ
も

従
六
位
下
以
上
の
官
位
を
許
さ
れ
て
い
た
。

　

家
臣
へ
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
柳
原
家
の
場
合
、
五
石
の
家
領
を
も
つ

雑
掌
（
土
橋
は
一
二
・
二
石
の
家
領
を
も
つ
）
と
六
石
の
家
領
を
も
つ
用

け
だ
が
、
就
任
直
前
の
文
久
三
年
五
月
一
五
日
に
御
用
繁
多
・
諸
物
価
高

騰
を
理
由
に
、
幕
府
は
議
奏
の
役
料
を
一
〇
〇
石
増
額
し
て
一
四
〇
石
と

な
っ
て
い
た
26
。

　

家
臣
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
常
勤
務
の
ほ
か
に
、
主
家
の
議
奏
と

し
て
の
役
割
を
支
え
る
業
務
負
担
が
加
わ
り
、
そ
の
分
が
「
自
昨
年
」
の

加
増
米
ま
た
は
「
役
料
米
」
と
し
て
加
増
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
（
表
１
を
参
照
）。
な
お
、「
役
料
米
」
に
関
し
て
は
、「
一
代
被
下
」

こ
と
を
前
提
に
、
土
橋
淡
路
守
に
は
二
石
五
斗
、
真
継
大
和
守
に
は
三
石
、

土
橋
対
馬
守
に
は
五
石
が
、
岸
谷
頼
母
に
は
二
石
が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
橋
淡
路
守

　

月
中
五
ケ
度
可
有
勤
番
事
、
諸
事
一
同
和
熟
之
心
得
可
為
専
一
事
、
右
ニ
付
、

　
　

一
九
斗 

自
先
年
以
御
知
行
米
被
下
、

　
　

一
二
俵
八
斗 

自
昨
年
以
御
加
増
米
被
下
、

　
　

一
二
俵
八
斗 

以
御
加
増
米
更
被
下
、

　
　

一
二
石
五
斗 

以
御
役
料
米
被
遣
、

　
　
　
　

合
五
石
被
下
候
事
、

　
　
　

二
石
五
斗
ハ
一
代
被
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
継
大
和
守

　

月
中
五米

一

石
ケ
度
可
有
勤
番
、
一
同
和
熟
之
心
得
可
為
専
一
、
右
ニ
付
、

　
　

一
金〻

〻

〻
一
両 

如
是
迄
盆
暮
為
御
祝
儀
両
度
ニ
被
下
、

　
　

一
五
俵
二
石 

自
昨
年
以
御
加
増
米
被
下
、

　
　

一
三
石 

以
御
役
料
米
被
下
、

　
　
　
　

合
五
石
ト
金
一
両
ト
被
下
候
事
、

　
　
　

三
石
之
外
ハ
永
代
被
遣
候
事
、
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表 2．今出川家の家臣編成（寛政 13年）
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た
い
。

　

光
愛
の
議
奏
就
任
の
翌
年
（
元
治
元
年
）
に
、
柳
原
家
で
は
次
頁
以
降

に
掲
げ
る
よ
う
な
「
掟
」
を
制
定
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
一
章
で
確
認
し

た
家
臣
編
成
の
職
層
ご
と
、
す
な
わ
ち
雑
掌
・
用
人
、
近
習
、
表
方
、
中

番
、
下
部
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
掟
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的

で
あ
る
。

　

享
保
期
に
制
定
さ
れ
た
摂
家
一
条
家
の
家
法
は
、
職
層
に
分
け
て
そ
れ

ぞ
れ
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
家
臣
一
統
に
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の

（
九
か
条
）
で
、
奥
向
の
女
房
に
対
す
る
も
の
（
五
か
条
）
と
の
二
本
立

て
で
制
定
さ
れ
て
い
た
。

　

宝
暦
期
制
定
の
清
華
家
三
条
家
の
家
中
勤
方
掟
の
場
合
も
、
職
層
に
分

け
て
そ
れ
ぞ
れ
制
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
四
か
条
に
ま
と
め

て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
一
御
前
御
多
葉
粉
盆
掃
除
等
者
、

常
〻
御
近
習
之
面
〻
無
懈
怠
可
仕
事
、」「
一
御
客
御
多
葉
粉
盆
掃
除
等
者
、

外
様
ゟ
可
相
勤
事
、」
な
ど
と
記
さ
れ
、
近
習
と
外
様
と
の
職
層
の
機
能

に
分
け
て
規
定
し
て
い
る
条
文
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
寛
政
期
に
制
定
さ
れ
た
清
華
家
今
出
川
家
の
家
法
は
、「
家
中

家
之
格
式
」「
棒マ
マ

禄
之
事
」「
家
中
式
目
」「
供
先
之
事
」「
使
并
代
参
之
事
」

「
客
来
之
事
」「
政
務
之
事
」「
諸
役
之
事
」「
郡
代
・
代
官
之
事
」「
台
所

之
事
」「
元
方
之
事
」「
普
請
方
事
」「
蔵
方
之
事
」「
納
戸
方
之
事
」「
非

常
之
事
」
な
ど
、
一
五
項
目
に
わ
た
っ
て
制
定
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
供
先
、
使
并
代
参
、
郡
代
・
代
官
、
台
所
、
元
方
、
普
請
方
、

蔵
方
、
納
戸
方
な
ど
、
家
臣
の
職
務
内
容
に
そ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、

柳
原
家
の
よ
う
に
、
諸
大
夫
、
侍
、
近
習
、
青
侍
、
な
ど
の
職
層
に
そ
っ

て
別
立
て
で
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

人
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
意
外
に
大
き
い
知
行
米
や
加
増
米
の
支

給
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
着
目
さ
れ
る
。
特
に
、
土
橋
対
馬
守
が
な
ぜ
突

出
し
て
一
二
・
二
石
も
の
支
給
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

今
出
川
家
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
時
の
家
領
が
一
五
〇
四
石
余

で
あ
り
29
、
柳
原
家
の
家
領
の
七
倍
か
ら
八
倍
も
の
家
領
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
多
く
の
家
臣
を
抱
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る

わ
け
で
、
同
じ
清
華
家
と
は
い
っ
て
も
、
西
園
寺
家
の
場
合
は
、
家
領
が

五
九
七
石
で
あ
り
、
安
政
期
に
は
男
女
二
二
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
清

華
家
の
中
で
も
、
今
出
川
家
の
場
合
は
突
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
摂
家
の
一
家
で
あ
る
二
条
家
の
場
合
、
一
七
〇
〇
余
の
家
領
を

も
ち
、
嘉
永
期
に
は
男
女
一
〇
〇
人
の
家
臣
が
あ
っ
た
30
。
今
出
川
家
の

場
合
、
今
出
川
実
種
が
水
戸
宗
翰
の
女
禎
子
を
妻
に
娶
っ
た
関
係
か
ら
、

禎
子
付
だ
け
で
一
〇
人
の
家
臣
を
備
え
、
か
つ
奥
向
の
女
房
た
ち
の
人
数

が
多
か
っ
た
こ
と
も
特
色
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
柳
原
家
の
家
臣
は
、
主
家
が
議
奏
と
な
り
、
役
料
を

支
給
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
業
務
負
担
が
増
え
る
一
方
、
就
任
の
年
よ
り
、

家
臣
に
対
し
て
議
奏
役
料
米
を
基
盤
と
し
た
追
加
の
知
行
米
や
加
増
米
を

加
え
て
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
加
増
米
・
役
料
米

に
よ
る
支
給
は
、
家
格
・
家
領
の
高
い
今
出
川
家
の
家
臣
へ
の
支
給
に
比

し
て
も
、
か
な
り
多
い
加
増
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
二
　
柳
原
家
の
家
法
「
掟
」

　

次
に
、「
柳
原
家
僕
定
」
を
も
と
に
、
柳
原
家
の
家
法
を
分
析
し
て
み
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一 

六
季
払
方
大
和
・
対
馬
・
頼
母
等
申
合
、
如
例
相
調
候
上
、
金
銀
可

申
出
事
、

　

払
方
請
取
帳
一
〻
主
人
へ
可
覧
事
、

一
二
季
祝
儀
・
給
金
加
増
米
遣
方
等
同
断

一 

両
村
講
大
和
・
対
馬
両
人
如
是
迄
弥
大
切
可
心
得
、
貸
附
先
一
〻
主

人
へ
可
申
事
、

一
家
内
・
庭
門
前
等
掃
除
人
数
加
増
之
儀
、
精
〻
可
申
付
事
、

一 

米
取
出
之
節
、
中
番
搗
屋
同
伴
取
出
、
先
黒
米
は
か
ら
せ
書
記
、
踏

上
同
断
之
事
、

一
非
条
之
節
、
家
中
一
同
可
馳
来
事
、

一
一
日
十
五
日
・
廿
八
日
・
節
朔
等
家
中
可
参
集
事
、

　
　

 

此
余
追
〻
任
心
附
可
申
候
得
共
、
先
此
分
可
相
守
事
、尤
依
都
合
可
改

角
も
有
之
候
事
、

　
　
　
　

近
習
書
記
共
倍
屋
近
習
書
記
同
居

一
当
番
出
勤
必
肩
衣
可
着
用
事
、

一
当
番
巳
刻
出
勤
、
翌
日
当
番
出
勤
、
交
代
可
退
出
事
、

一
出
勤
・
退
出
等
毎
度
役
所
へ
可
届
事
、

一
当
番
之
日
、
私
他
行
無
用
事
、

一 

巽
新
建
毎
朝
掃
除
、
縁
・
板
間
・
拭
閣
日
可
致
事
、屋
根
裏
・
天
井
裏
蛛

巣
皆
〻
入
念
可
払
事
、

一
上
下
客
入
来
之
節
、
茶
・
多
葉
粉
盆
可
指
出
事
、

　
　

客
之
節
、
客
席
不
遠
所
可
詰
居
事
、

一
当
家
〻
中
、
肉
店
遊
所
へ
同
伴
停
止
之
事
、

一
非
常
之
節
、
家
中
一
同
可
参
集
事
、

一
家
中
一
同
和
熟
第
一
可
心
得
事
、

一
表
方
無
人
之
節
、
供
取
次
使
も
可
相
務
事
、五
十
三
郎
・
頼
母
養
子
等
無
人

な
り
共
供
可
致
事
、

一
倍
屋
奇
麗
可
致
事
、

　

こ
の
よ
う
に
、
摂
家
、
清
華
家
、
名
家
と
い
っ
た
家
格
の
違
い
が
あ
る

わ
け
だ
が
、
近
世
公
家
の
家
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
ご
と
に
自
律
的
な
家

法
に
よ
っ
て
家
臣
統
制
を
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
が
こ
こ
に
確
認
で
き

る
。

　
　
　
　
　
　

掟

　
　
　
　

雑
掌
・
用
人

一
暫
時
も
役
所
不
可
闕
事
、

一
当
番
之
日
、
私
他
出
無
用
事
、

一
巳
刻
出
勤
、
翌
日
巳
刻
当
番
出
勤
、
交
代
可
退
出
事
、

一
取
締
之
事
専
一
可
心
得
事
、

一
当
番
出
仕
次
第
直
主
人
之
前
へ
罷
出
、
出
勤
之
旨
可
届
事
、

一
退
出
之
時
前
同
断
、

一 

主
人
留
守
中
公
私
共
用
事
ハ
ぶ
り
き
板
に
書
附
置
、主
人
帰
家
の
上
、

早
速
逐
一
可
申
入
事
、

一 

参
内
之
節
ハ
、
御
用
筋
以
書
状
、文
筥
ニ
入
附
木
ノ
宿
札
、

　

早
　〻

禁
中
へ
可
申
越
事
、

一
当
家
〻
中
、
肉
店
遊
所
へ
同
伴
堅
固
停
止
事
、
当
家
講
席
ハ
不
苦
事
、

一
贈
答
一
〻
書
記
へ
可
申
事
、

一
肩
衣
不
可
撤
事
、

一
日
〻
座
敷
・
寝
殿
・
玄
関
・
倍
屋
〻
〻
、
惣
而
可
見
回
事
、

　

損
所
ハ
主
人
ニ
相
届
可
直
事
、

　

障
子
ノ
破
烈
ハ
直
可
張
事
、

　

近
習
已
下
掃
除
不
行
届
ハ
、
吃
度
可
申
付
事
、

一
一
同
和
熟
ノ
所
置
第
一
可
心
得
事
、

一
番
日
割
申
合
書
附
可
指
出
事
、
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一
炭
・
薪
木
自
屋
指
出
候
節
、
目
を
か
け
受
取
小
屋
へ
可
納
事
、

　

帳
面
可
附
置
事
、

一
御
内
庭
・
御
屋
根
回
無
懈
怠
可
掃
除
事
、

一
今
一
人
御
抱
迄
ハ
大
略
可
常
勤
事
、

　

人
体
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
可
申
出
事
、

此
余
可
申
角
も
任
心
附
可
有
之
候
、
又
依
都
合
可
改
角
有
之
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
部
へ

一
御
玄
関
・
御
門
前
・
御
内
庭
御
掃
除
不
可
懈
怠
事
、

一 

御
玄
関
・
御
内
玄
関
・
御
書
院
・
御
寝
殿
・
御
使
者
之
間
等
御
縁
、

自
御
庭
被
回
候
分
毎
朝
可
拭
事
、
内
庭
草
ツ
キ
不
相
成
日
〻
一
人
前
一
坪
宛
可

行
事
、

一
月
中
二
、
七
之
日
、
表
御
厠
三
ケ
所
可
掃
除
事
、

一
同
手
水
鉢
日
〻
水
可
汲
改
事
、

一
両
殿
様
御
在
宿
之
時
、
表
・
裏
門
等
日
暮
限
可
閉
事
、

　
　

御
裏
門
者
必
日
暮
可
閉
事
、

一
於
倍
屋
勝
負
事
堅
固
停
止
事
、

一
私
他
行
必
役
所
へ
可
届
事
、

一
御
台
所
日
〻
掃
除
可
拭
事
、

一 

於
御
出
入
前
無
心
ケ
間
敷
儀
、
堅
固
不
相
成
候
、
万
一
此
事
於
相
聞

ハ
直
暇
可
遣
事
、

右
之
条
〻
、
於
承
知
者
、
来
月
一
日
ゟ
改
革
非
番
・
当
番
可
始
事
、

　

こ
の
「
掟
」
の
内
容
か
ら
、
家
臣
が
詰
め
る
部
署
が
「
役
所
」
と
呼
ば

れ
、
当
番
勤
務
へ
の
励
行
や
悪
所
へ
通
う
こ
と
、
博
奕
の
禁
止
な
ど
に
つ

い
て
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
規
定
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
雑
掌
・
用
人
、
近
習
、
表
方
、
中
番
、
下
部
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　

此
余
任
心
附
、
追
〻
可
申
事
、尤
依
都
合
可
改
角
も
有
之
候
事
、

　
　
　
　

表
方

一
勤
番
必
肩
衣
可
掛
事
、

一
当
番
巳
刻
出
勤
、
翌
日
当
番
出
勤
、
交
代
退
出
事
、

一
出
勤
・
退
出
等
毎
度
役
所
へ
可
届
事
、

一 

毎
朝
書
院
・
寝
殿
・
玄
関
等
一
棟
日
〻
天
戸
開
掃
除
等
不
可
懈
怠
、

月
中
十
五
ケ
度
床
・
閫
・
縁
・
板
間
等
可
拭
事
、蛛
巣
天
井
裏
・
屋
根
裏

入
念
可
払
事
、

一
取
次
之
事
、
一
〻
役
所
書
記
等
へ
可
申
事
、

一
於
倍
屋
随
分
奇
麗
可
致
事
、

一 

只
今
迄
各
所
行
直
旨
承
大
慶
候
、
尚
亦
心
得
侍
ニ
有
間
敷
所
行
堅
固

禁
制
之
事
、

一
夜
回
不
可
懈
怠
事
、

一 

頃
日
見
候
処
、
寝
殿
・
使
者
之
間
・
東
ノ
縁
不
掃
除
様
相
ミ
え
候
間
、

自
来
い
づ
れ
も
奇
麗
可
致
掃
除
事
、

　

 

此
余
追
〻
任
心
附
可
申
付
置
候
、
甚
不
都
合
之
角
可
改
角
有
之
候
事
、

近
習
・
表
方
必
五
人
ハ
可
詰
居
候
、
尤
近
習
・
表
方
等
三
人
人
数
増
候

間
、
人
数
治
定
迄
必
五
人
宛
可
勤
番
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
藤
五
郎

一
御
台
所
向
御
取
締
可
心
附
事
、

一 

御
提
灯
傘
等
預
り
損
し
候
ハ
ヽ
、
役
所
へ
可
申
事
、
若
借
候
ハ
ヽ
、

帳
面
可
附
置
事
、

一
米
踏
之
節
、
黒
米
踏
上
等
取
斗
注
与
可
点
検
事
、

　

古
こ
め
ぬ
か
等
は
か
り
帳
面
附
、
奥
へ
可
指
出
事
、
俵
縄
同
断
、

一
月
中
十
五
ケ
度
可
勤
番
事
、
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も
向
き
合
う
ま
で
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　

二
〇
〇
石
程
度
の
堂
上
公
家
に
と
っ
て
は
、
家
臣
を
雇
う
上
で
は
、
二

〇
人
そ
こ
そ
こ
の
家
臣
の
規
模
で
あ
り
、
柳
原
家
の
場
合
、
雑
掌
と
用
人

を
中
心
と
し
た
家
臣
統
制
を
築
き
、
そ
の
枠
組
み
で
雑
掌
・
用
人
、
近
習
、

表
方
、
中
番
、
下
部
な
ど
の
職
層
を
設
け
て
業
務
分
担
を
お
こ
な
っ
て
い

た
。

　

そ
し
て
、
主
家
柳
原
光
愛
が
議
奏
と
い
う
朝
廷
内
の
重
職
に
就
い
た
場

合
、
幕
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
役
料
一
四
〇
石
を
踏
ま
え
て
、
家
臣
へ
加
増

米
と
し
て
、
あ
る
い
は
役
料
米
を
も
と
に
支
給
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。少
な
い
家
臣
を
動
員
し
て
議
奏
と
し
て
の
実
務
を
果
た
す
た
め
に
は
、

家
臣
ら
に
加
増
米
や
役
料
米
を
与
え
、
か
つ
家
臣
統
制
を
強
い
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
苦
労
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
柳
原
家

僕
定
」
で
規
定
さ
れ
た
掟
そ
の
も
の
が
、
元
治
元
年
に
な
っ
て
初
め
て
作

成
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
が
不
詳
だ
が
、
四
月
一
日
よ
り
「
改
革
」
と
し

て
掟
を
制
定
し
、
規
範
を
定
め
る
こ
と
は
、
重
職
た
る
業
務
を
遂
行
す
る

う
え
で
も
重
要
な
点
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

柳
原
光
愛
は
、
文
久
期
に
山
陵
修
補
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
家
臣
の
中

に
は
、
山
陵
補
修
に
か
か
わ
り
、
真
継
安
千
代
（
表
１
の
真
継
大
和
守
に

相
当
と
推
定
）
が
桓
武
陵
（
天
智
陵
の
可
能
性
も
あ
り
）
の
長
を
、
山
田

右
衛
門
が
醍
醐
陵
の
長
を
、
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
た
31
。
そ
し
て
、
真
継

大
和
守
の
場
合
、
修
補
の
褒
賞
に
よ
っ
て
侍
の
立
場
を
得
て
お
り
、
そ
の

点
で
は
、
柳
原
家
の
家
格
の
上
昇
も
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

職
層
の
規
定
か
ら
、
各
役
向
き
の
内
容
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

雑
掌
・
用
人
は
、
家
政
一
統
の
取
締
り
と
財
務
を
扱
い
、
出
納
に
関
し

て
は
「
払
方
請
取
帳
」
を
主
家
に
提
出
し
監
査
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
近

習
は
、
来
客
が
あ
っ
た
場
合
に
茶
・
多
葉
粉
盆
を
出
す
な
ど
接
客
を
担
当

し
、「
巽
新
建
」
と
い
う
建
物
の
清
掃
を
担
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
職
務

内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
る
。

　

そ
し
て
表
方
は
、
取
次
を
掌
り
、
役
所
の
書
記
に
連
絡
を
お
こ
な
い
、

夜
回
り
の
ほ
か
、
書
院
・
寝
殿
・
玄
関
等
一
棟
の
清
掃
を
担
っ
て
い
た
こ

と
、
中
番
は
台
所
向
き
を
管
掌
し
、
内
庭
・
屋
根
の
清
掃
を
担
当
す
る
こ

と
、
下
部
は
、
主
家
が
在
宅
の
時
に
、
表
門
・
裏
門
の
戸
締
ま
り
を
管
掌

す
る
こ
と
や
、
玄
関
・
門
前
・
内
庭
の
掃
除
、
特
に
各
所
の
縁
や
庭
の
周

囲
の
清
掃
に
務
め
る
こ
と
、
一
人
一
坪
ず
つ
の
庭
の
草
抜
き
を
担
当
す
る

こ
と
な
ど
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
柳
原
家
の
家
法
は
、
雑
掌
・
用
人
、
近
習
、
表
方
、
中

番
、
下
部
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
層
に
分
け
て
掟
を
規
定
し
、
雑
掌
・
用

人
の
支
配
の
も
と
、明
確
な
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

幕
末
期
の
公
家
家
法
と
し
て
は
、
本
史
料
が
初
見
だ
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
特
徴
を
一
概
に
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
柳
原
家
の
家
法

を
勘
案
す
る
と
、
時
期
的
な
変
化
の
中
で
、
悪
口
・
雑
言
や
悪
所
へ
の
立

入
の
禁
止
や
遊
興
の
禁
止
の
ほ
か
、
礼
儀
作
法
、
君
臣
間
の
身
分
遵
守
な

ど
を
一
統
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
か
ら
、職
層
ご
と
の
規
定
を
取
り
入
れ
、

さ
ら
に
は
禄
高
（
隠
居
や
後
家
、
一
五
歳
未
満
の
家
督
の
者
に
対
す
る
規

定
も
含
め
て
）
な
ど
の
規
定
も
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
柳
原
家
の
家
法
は
、
ま
さ
に
職
層
に
分
け
て
掟
を

規
定
し
、
そ
の
知
行
米
の
規
定
を
も
明
記
す
る
こ
と
で
、
家
臣
の
意
向
に
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の
歴
史
』
朝
日
新
聞
社
、橋
本
政
宣
﹇
二
〇
〇
二
﹈『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
李
元
雨
﹇
二
〇
〇
五
﹈『
幕
末
の
公
家
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

村
山
修
一
﹇
二
〇
〇
九
﹈『
安
土
桃
山
時
代
の
公
家
と
京
都
』
花
輪
書
房
、

松
澤
克
行
﹇
二
〇
一
四
﹈「
近
世
の
公
家
社
会
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
12　

近
世
３
』
岩
波
書
店
、
登
谷
伸
宏
﹇
二
〇
一
五
﹈『
近
世
の
公
家
社
会
と
京

都
―
集
住
の
か
た
ち
と
都
市
社
会
―
』
思
文
閣
出
版
、拙
著
﹇
二
〇
二
〇
﹈『
近

世
の
公
家
社
会
と
幕
府
』
吉
川
弘
文
館
な
ど
。

３　

 

新
見
吉
治﹇
一
九
七
二
﹈「
五
摂
家
の
家
礼
と
家
臣
」徳
川
林
政
史
研
究
所『
研

究
紀
要
』
昭
和
四
十
六
年
度
。

４　

 

中
村
佳
史
﹇
二
〇
〇
七
﹈「
摂
家
の
家
司
た
ち
」『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
』

８
、
吉
川
弘
文
館
。

５　

 

石
田
善
明
編
﹇
二
〇
一
一
﹈『
近
衛
家
家
司
瀧
家
関
係
文
書
―
摂
関
家
家
司

の
残
し
た
記
録
―
』
上
下
巻
。
緑
川
明
憲
﹇
二
〇
一
二
﹈『
豫
楽
院
鑑　

近

衛
家
凞
公
年
譜
』
勉
誠
出
版
も
あ
る
。

６　

 

拙
稿
﹇
二
〇
一
七
﹈「
近
世
摂
家
の
家
臣
統
制
と
家
内
秩
序
―
享
保
期
、
一

条
家
の
家
内
騒
動
と
家
法
を
中
心
に
―
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀

要
』
二
七
（
の
ち
『
近
世
の
公
家
社
会
と
幕
府
』
に
再
録
）、
松
田
敬
之
﹇
二

〇
一
四
﹈「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
摂
家
一
条
家
家
臣
団
の
動
向
と
朝
臣

意
識
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
三
―
五
『
近
世
の
摂

家
・
武
家
伝
奏
日
記
の
蒐
集
・
統
合
化
と
史
料
学
的
研
究　

平
成
22
〜
25
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（B）
』
研
究
代
表
者
：
松
澤
克
行
。

７　

 

松
田
敬
之
﹇
二
〇
〇
三
﹈「
近
世
期
宮
方
・
摂
関
方
殿
上
人
に
関
す
る
考
察

―
『
若
江
家
所
蔵
文
書
』
を
中
心
に
―
」『
大
倉
山
論
集
』
四
九
、田
中
潤
「
門

跡
に
出
入
り
の
人
び
と
」
前
掲
『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
』
８
。

８　
 

箱
石
大
﹇
一
九
九
三
﹈「
近
世
堂
上
家
家
臣
の
編
成
形
態
に
つ
い
て
―
清
華
・

広
幡
家
の
家
臣
を
事
例
と
し
て
―
」徳
川
林
政
史
研
究
所『
研
究
紀
要
』二
七
。

９　

 
藤
實
久
美
子
﹇
一
九
九
九
﹈「
近
世
後
期
西
園
寺
家
の
家
臣
―
諸
大
夫
を
中

心
に
―
」『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
一
〇
。

10　

 

拙
稿
﹇
二
〇
一
〇
﹈「
近
世
公
家
の
家
内
式
目
と
家
臣
統
制
―
清
華
家
・
今

出
川
家
を
中
心
に
―
」『
東
京
家
政
大
学
人
間
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』四（
の

る
。

　

柳
原
光
愛
自
身
の
家
格
の
上
昇
志
向
と
と
も
に
、
家
臣
そ
の
も
の
の
上

昇
志
向
が
強
く
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
主
家
の
職
能

の
付
加
や
栄
転
に
よ
る
業
務
多
忙
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
家
臣
の
業
務
に
反

映
し
た
わ
け
で
、
そ
の
点
で
は
職
層
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
「
掟
」
を

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
層
の
業
務
の
明
確
化
だ
け
で
な
く
、
報
酬
と
し

て
の
知
行
米
や
役
料
な
ど
の
明
確
化
が
要
求
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

柳
原
光
愛
が
「
柳
原
家
僕
定
」
と
い
う
史
料
を
残
し
た
理
由
に
関
し
て
は
、

文
久
三
年
の
議
奏
就
任
と
の
関
係
以
外
に
は
、
な
お
十
分
に
糾
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。

注１　

 

久
保
貴
子
﹇
一
九
九
八
﹈『
近
世
の
朝
廷
運
営
』
岩
田
書
院
、
藤
田
覚
﹇
一

九
九
九
﹈『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、野
村
玄
﹇
二
〇
〇
六
﹈『
日

本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
清
文
堂
、
西
村
慎
太
郎
﹇
二
〇
〇
八
﹈『
近

世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
吉
川
弘
文
館
、
高
橋
博
﹇
二
〇
〇
九
﹈『
近
世

の
朝
廷
と
女
官
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
拙
著
﹇
二
〇
一
一
﹈『
近
世
前
期
朝

幕
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
同
﹇
二
〇
一
二
﹈『
近
世
朝
廷
の
法
制
と

秩
序
』
山
川
出
版
社
、
村
和
明
﹇
二
〇
一
三
﹈『
近
世
の
朝
廷
制
度
と
朝
幕

関
係
』
東
京
大
学
出
版
会
、高
埜
利
彦
﹇
二
〇
一
四
﹈『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』

吉
川
弘
文
館
、
佐
藤
雄
介
﹇
二
〇
一
六
﹈『
近
世
の
朝
廷
財
政
と
江
戸
幕
府
』

東
京
大
学
出
版
会
、
山
口
和
夫
﹇
二
〇
一
七
﹈『
近
世
日
本
政
治
史
と
朝
廷
』

吉
川
弘
文
館
、
長
坂
良
宏
﹇
二
〇
一
八
﹈『
近
世
の
摂
家
と
朝
幕
関
係
』
吉

川
弘
文
館
、
近
世
朝
幕
研
究
会
編
﹇
二
〇
一
九
﹈『
論
集　

近
世
の
天
皇
と

朝
廷
』
岩
田
書
院
な
ど
。

２　

 

冷
泉
貴
美
子
﹇
一
九
八
一
﹈「
幕
末
の
冷
泉
家
」
冷
泉
為
任
監
修
『
冷
泉
家
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こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
光
愛
登
用
の
一
因
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

20　

 

平
安
神
宮
﹇
一
九
六
八
﹈『
孝
明
天
皇
紀
』
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一
七
二
頁
。

上
田
長
生
﹇
二
〇
〇
八
﹈「
朝
廷
「
権
威
」
と
在
地
社
会
―
山
城
国
の
陵
墓

を
事
例
に
―
」『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
―
第
一
回
大
会
成
果
報
告
集
―
』

（
の
ち
同
﹇
二
〇
一
二
﹈『
幕
末
維
新
期
の
陵
墓
と
社
会
』
思
文
閣
出
版
に
再

録
）。

21　

 『
孝
明
天
皇
紀
』
四
、
三
七
六
頁
。
家
近
良
樹
﹇
一
九
八
五
﹈「
幕
末
期
に
新

設
さ
れ
た
国
事
審
議
機
関
に
つ
い
て
」『
日
本
歴
史
』
四
四
八
号
。

22　

 『
孝
明
天
皇
紀
』
四
、
四
四
九
頁
。

23　

 『
孝
明
天
皇
紀
』
四
、
八
四
五
頁
。

24　

 「
地
下
官
人
家
伝
」
廿
八
（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、
館
古
458
「
下

橋
家
資
料
」
の
う
ち
）。
に
は
、「
柳
原
家
侍　

真
継
家
伝　

姓
齋
部
称
号
真

継　

権
大
納
言
正
二
位
光
愛
卿　

諸
陵
御
修
補
諸
陵
寮
御
再
興
之
功
労
ヲ
以

テ
侍
ヲ
被
付　

康
弘
御
蔵
小
舎
人
真
継
大
監
物
兼
大
和
守
齋
部
能
弘
男
母　

嘉
永
四
年　

慶
応
二
年
正
月
十
五
日　

叙
従
六
位
下
十
六
歳
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
橋
本
政
宣
編
﹇
二
〇
一
〇
﹈『
公
卿
事
典
』
吉
川
弘
文
館
に
よ
れ
ば
、

柳
原
光
愛
が
権
大
納
言
正
二
位
で
あ
っ
た
の
は
、
慶
応
元
年
一
二
月
か
ら
四

年
正
月
ま
で
の
こ
と
か
ら
、
慶
応
期
に
、
光
愛
が
山
陵
修
補
御
用
掛
に
任
じ

ら
れ
て
功
績
を
挙
げ
、
真
継
家
が
侍
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
従
六
位
下
に
叙
せ

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
平
井
誠
二
氏
に
は
、「
地
下
官
人
家
伝
」
廿
一
（
京

都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
「
下
橋
家
資
料
」
の
う
ち
）
の
閲
覧
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

25　

 

慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
「（
元
治
元
年
）
都
仁
志
喜
」（
深
井
雅
海
・
藤

實
久
美
子
編
﹇
二
〇
一
二
﹈、『
近
世
公
家
名
鑑
編
年
修
正
』
23
、
柊
風
舎
、

三
二
七
頁
）
に
は
、
雑
掌
の
欄
に
「
土
橋
対
馬
守
」
と
と
も
に
「
高
田
寛
治
」

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
雑
掌
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
誤
り
か
と
思
う
が
、

近
習
の
高
田
五
十
三
郎
が
「
高
田
寛
治
」
に
当
た
る
か
は
な
お
検
討
が
必
要

と
さ
れ
る
。

26　

 『
孝
明
天
皇
紀
』
四
、
六
二
六
頁
。

ち
拙
著『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』に
再
録
）、及
び
拙
稿﹇
二
〇
一
二
﹈「
近

世
公
家
の
家
内
騒
動
と
家
臣
統
制
」『
東
京
家
政
大
学
人
間
文
化
研
究
所
研

究
紀
要
』
六
（
の
ち
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
に
再
録
）。 

11　

 

前
掲
拙
著
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』。

12　

 

尾
脇
秀
和
﹇
二
〇
一
三
﹈「
公
家
家
来
と
百
姓
の
壱
人
両
名
」『
地
方
史
研
究
』

六
二
―
六
。

13　

 

西
村
慎
太
郎
﹇
二
〇
〇
三
﹈「「
近
世
後
期
堂
上
公
家
勧
修
寺
家
の
雑
掌
に
つ

い
て
―
蔵
人
所
衆
地
下
官
人
袖
岡
文
景
『
家
記
』
を
事
例
に
―
」『
史
料
館

研
究
紀
要
』三
四（
の
ち
同﹇
二
〇
〇
八
﹈「
堂
上
公
家
雑
掌
の
地
下
官
人
」『
近

世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』
吉
川
弘
文
館
に
改
稿
・
所
収
）。

14　

 

西
村
慎
太
郎
﹇
二
〇
〇
三
﹈「「
近
世
後
期
堂
上
公
家
勧
修
寺
家
の
雑
掌
に
つ

い
て
―
蔵
人
所
衆
地
下
官
人
袖
岡
文
景
『
家
記
』
を
事
例
に
―
」『
史
料
館

研
究
紀
要
』三
四（
の
ち
同『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』に
改
稿
・
所
収
）。

15　

 

尾
下
成
敏
﹇
二
〇
一
六
﹈「
天
正
・
文
禄
・
慶
長
期
に
お
け
る
公
家
家
臣
の

境
涯
―
西
洞
院
家
の
家
臣
板
屋
左
近
丞
の
事
例
―
」
細
川
涼
一
編
『
生
活
と

文
化
の
歴
史
７　

学
生
・
成
長
・
老
い
・
死
』
竹
林
舎
。

16　

 

前
掲
箱
石
「
近
世
堂
上
家
家
臣
の
編
成
形
態
に
つ
い
て
―
清
華
・
広
幡
家
の

家
臣
を
事
例
と
し
て
―
」、
前
掲
拙
稿
「
近
世
摂
家
の
家
臣
統
制
と
家
内
秩

序
―
享
保
期
、
一
条
家
の
家
内
騒
動
と
家
法
を
中
心
に
―
」。
拙
著
『
近
世

朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』。

17　

 

図
書
寮
文
庫
、
柳
―
七
二
四
。

　
　

 https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/V
iew

er/1000450740000/
f6329fe398b44ea699a35fffc4358fa7

（
二
〇
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
確
認
）

18　

 

土
橋
定
代
編 ﹇
一
九
八
八
﹈『
公
家
諸
家
系
図
―
諸
家
知
譜
拙
記
―
』
続
群
書

類
従
完
成
会
。

19　

 

宮
内
庁
﹇
一
九
六
八
﹈『
明
治
天
皇
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
二
一
二
頁
。
宮
内

庁
書
陵
部
所
蔵
「
柳
原
光
愛
雑
記
」
文
久
元
年
九
月
二
七
日
条
（
柳
―
一
一

四
九
）
に
よ
れ
ば
、
議
奏
加
勢
を
務
め
て
い
た
が
、
叔
母
寂
静
院
の
大
病
を

看
る
た
め
、
職
務
を
辞
す
る
こ
と
を
武
家
伝
奏
に
伝
え
て
い
る
。
同
月
二
八

日
条
に
よ
れ
ば
、
寂
静
院
が
光
格
天
皇
の
女
房
（
新
典
侍
）
を
務
め
て
い
た
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27　
 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
徳
大
寺
―
四
一
―
二
三
。

28　
 

前
掲
拙
著
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
を
参
照
。

29　

 
木
村
礎
校
訂
﹇
一
九
七
五
﹈『
旧
高
旧
領
取
調
帳　

近
畿
編
』
近
藤
出
版
社
。

30　

 

前
掲
中
村
「
摂
家
の
家
司
た
ち
」。

31　

 

注
20
を
参
照
。


